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（中略） 



6 学校教育法施行規則 第４１条

小学校の学級数は、１２学級以上１８学級以下を標準とする。ただし、地域の実態その他により特別の事情のあるときは、この限

りでない。

7 学校規模の適正化を図るための手段としては、主として学校同士の統合が考えられますが、それ以外にも、通学区域の見直しによ

り大規模校の児童生徒数を減らし、小規模校の児童生徒数を増やすこと、過大規模校を複数の学校に分離すること、学校選択制を

部分的に導入すること（いわゆる小規模特認校制度）により域内のどこからでもあらかじめ指定する小規模校への通学を可能とす

ることなども考えられます。
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２章 適正規模・適正配置について

（１）学校規模の適正化

【検討の際に考慮すべき観点】

○ 法令上、学校規模の標準は、学級数により設定されており、小・中学校ともに「１２

学級以上１８学級以下」が標準とされていますが、この標準は「特別の事情があると

きはこの限りでない」という弾力的なものとなっていることに留意が必要です
6
。

○ また、一口に標準規模未満の学校といっても、実際には抱える課題に大きな違いがあ

ります。このため、学校規模適正化 7の検討に際しては、１２学級を下回るか否かだけ

ではなく、１２学級を下回る程度に応じて、具体的にどのような教育上の課題がある

のかを考えていく必要があります。

○ さらに、実際の小・中学校の教育活動に着目すれば、同じ学級数の学校であっても、

児童生徒の実数により、教育活動の展開の可能性や児童生徒への影響は大きく異なっ

てきます。このため、学校規模の適正化に当たっては、法令上標準が定められている

学級数に加え、１学級当たりの児童生徒数や学校全体の児童生徒数、それらの将来推

計などの観点も合わせて総合的な検討を行うことが求められます。

【基本的視点－（１）学級数に関する視点】

（学級数が少ないことによる学校運営上の課題）

○ まず、基本的な視点として、学級数が少なくなることにより生じ得るデメリットにつ

いて考える必要があります。一般に、学級数が少ない学校においては、４章の（２）

で詳述するようなメリットもある一方、児童生徒数や教職員数が少なくなることによ

る影響も含め、下記のような学校運営上の課題が生じる可能性があります。

① クラス替えが全部又は一部の学年でできない

② クラス同士が切磋琢磨する教育活動ができない
せつ さ たく ま

③ 加配なしには、習熟度別指導などクラスの枠を超えた多様な指導形態がとりにくい



8 複式学級における「直接指導」とは教師が子供たちと直接関わりながら進める指導のことを言います。また、「間接指導」とは一

方の学年に教師が直接指導しているとき、他方の学年に学習の進め方を事前に理解させ、子供たちだけで学習を進めさせることを

言います。
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④ クラブ活動や部活動の種類が限定される

⑤ 運動会・文化祭・遠足・修学旅行等の集団活動・行事の教育効果が下がる

⑥ 男女比の偏りが生じやすい

⑦ 上級生・下級生間のコミュニケーションが少なくなる、学習や進路選択の模範となる

先輩の数が少なくなる

⑧ 体育科の球技や音楽科の合唱・合奏のような集団学習の実施に制約が生じる

⑨ 班活動やグループ分けに制約が生じる

⑩ 協働的な学習で取り上げる課題に制約が生じる

⑪ 教科等が得意な子供の考えにクラス全体が引っ張られがちとなる

⑫ 生徒指導上課題がある子供の問題行動にクラス全体が大きく影響を受ける

⑬ 児童生徒から多様な発言が引き出しにくく、授業展開に制約が生じる

⑭ 教員と児童生徒との心理的な距離が近くなりすぎる

以上の課題は、学級数や学級当たりの児童生徒数の減少に応じて一層顕在化すること

が懸念されます。また、特に複式学級となる場合には直接指導と間接指導
8
を組み合わ

せて、複数学年を教員が行き来しながら指導する必要がある場合が多いことから、以

下のような課題も生じ得ることが指摘されています。

① 教員に特別な指導技術が求められる

② 複数学年分や複数教科分の教材研究・指導準備を行うこととなるため、教員の

負担が大きい

③ 単式学級の場合と異なる指導順となる場合、単式学級の学校への転出時等に未

習事項が生じるおそれがある

④ 実験・観察など長時間の直接指導が必要となる活動に制約が生じる

⑤ 兄弟姉妹が同じ学級になり、指導上の制約を生ずる可能性がある

○ 他方、一般に各学年で複数の学級を編制できる場合は、クラス替えが可能になること

の影響も含め、

① 児童生徒同士の人間関係や児童生徒と教員との人間関係に配慮した学級編制

ができる

② 児童生徒を多様な意見に触れさせることができる

③ 新たな人間関係を構築する力を身に付けさせることができる

④ クラス替えを契機として児童生徒が意欲を新たにすることができる

⑤ 学級同士が切磋琢磨する環境を作ることができる
せつ さ たく ま
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⑥ 学級の枠を超えた習熟度別指導や学年内での教員の役割分担による専科指導

等の多様な指導形態をとることができる

⑦ 指導上課題のある児童生徒を各学級に分けることにより、きめ細かな指導が可

能となる

といった利点があります。

（教職員数が少なくなることによる学校運営上の課題）

○ また、小・中学校共通して、学級数が少なくなるに従い、配置される教職員数が少な

くなるため、下記のような問題が顕在化し、結果として教育活動に大きな制約が生じ

る恐れがあることに留意が必要です。

① 経験年数、専門性、男女比等バランスのとれた教職員配置やそれらを生かした

指導の充実が困難となる

② 教員個人の力量への依存度が高まり、教育活動が人事異動に過度に左右された

り、教員数が毎年変動することにより、学校経営が不安定になったりする可能

性がある

③ 児童生徒の良さが多面的に評価されにくくなる可能性がある、多様な価値観に

触れさせることが困難となる

④ ティーム・ティーチング、グループ別指導、習熟度別指導、専科指導等の多様

な指導方法をとることが困難となる

⑤ 教職員一人当たりの校務負担や行事に関わる負担が重く、校内研修の時間が十

分確保できない

⑥ 学年によって学級数や学級当たりの人数が大きく異なる場合、教員間に負担の

大きな不均衡が生ずる

⑦ 平日の校外研修や他校で行われる研究協議会等に参加することが困難となる

⑧ 教員同士が切磋琢磨する環境を作りにくく、指導技術の相互伝達がなされにく
せつ さ たく ま

い（学年会や教科会等が成立しない）

⑨ 学校が直面する様々な課題に組織的に対応することが困難な場合がある

⑩ 免許外指導の教科が生まれる可能性がある

⑪ クラブ活動や部活動の指導者確保が困難となる

（学校運営上の課題が児童生徒に与える影響）

○ 上記で述べたような学級数が少ないことによる学校運営上の課題は、いずれも一般的

に想定されるものであり、実際に個別の課題が生じるかどうかは、地域や児童生徒の

実態、教育課程や指導方法の工夫の状況、教育委員会や地域・保護者からの支援体制

など、学校が置かれた諸条件により大きく異なりますが、仮に上記のような課題が生

じた場合、児童生徒には以下のような影響を与える可能性があります。

① 集団の中で自己主張をしたり、他者を尊重する経験を積みにくく、社会性やコ
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ミュニケーション能力が身につきにくい

② 児童生徒の人間関係や相互の評価が固定化しやすい

③ 協働的な学びの実現が困難となる

④ 教員それぞれの専門性を生かした教育を受けられない可能性がある

⑤ 切磋琢磨する環境の中で意欲や成長が引き出されにくい
せつ さ たく ま

⑥ 教員への依存心が強まる可能性がある

⑦ 進学等の際に大きな集団への適応に困難を来す可能性がある

⑧ 多様な物の見方や考え方、表現の仕方に触れることが難しい

⑨ 多様な活躍の機会がなく、多面的な評価の中で個性を伸ばすことが難しい

（望ましい学級数の考え方）

○ こうしたことを踏まえて望ましい学級数を考えた場合、小学校では、まず複式学級を

解消するためには少なくとも１学年１学級以上（６学級以上）であることが必要とな

ります。また、全学年でクラス替えを可能としたり、学習活動の特質に応じて学級を

超えた集団を編成したり、同学年に複数教員を配置するためには１学年２学級以上（１

２学級以上）あることが望ましいものと考えられます。

○ 中学校についても、全学年でクラス替えを可能としたり、学級を超えた集団編成を可

能としたり、同学年に複数教員を配置するためには、少なくとも１学年２学級以上（６

学級以上）が必要となります。また、免許外指導をなくしたり、全ての授業で教科担

任による学習指導を行ったりするためには、少なくとも９学級以上を確保することが

望ましいものと考えられます。

【併せて考慮すべき視点－（２）学級の児童生徒数及び学校全体の児童生徒数】

○ 以上で学級数が少ないことの課題について述べてきましたが、学級数は同じであって

も、各学級の児童生徒数や学校全体の児童生徒数には大きな幅があり、児童生徒数が

少ない場合には、一定の学級数があっても、教育活動の質の維持が困難となる場合も

あります。このため、学校規模の適正化の検討に当たっては、学級数と併せて学級に

おける児童生徒数や学校全体の児童生徒数も考慮する必要があります。

（学級における児童生徒数（学年単学級の場合））

○ 学級は、児童生徒が学校生活の大部分を過ごす基本単位であり、特に単学級の学年が

生じているような場合については、学級規模（１学級の児童生徒数）を考慮すること

が極めて重要になってきます。一口に単学級といっても、学級の児童生徒数が１０人

にも満たない場合から４０人の場合まで様々です。一般に、学級規模が小さいと、き

め細かな指導がしやすくなる、様々な活動のリーダーを務める機会が増える、発言の

機会を多く確保できるようになるといったメリットがありますが（４章（２）参照）、



- 10/47 -

その一方で、学級における児童生徒数が極端に少なくなった場合、（１）で述べた学級

数が少ないことにより生じる様々な課題のうち、以下の点が特に顕著な課題として現

れてきます。

・ 運動会・文化祭・遠足・修学旅行等の集団活動・行事の教育効果が下がる

・ クラス内で男女比の偏りが生じやすい

・ 体育科の球技や音楽科の合唱・合奏のような集団学習の実施に制約が生じる

・ 班活動やグループ分けに制約が生じる

・ 協働的な学習で取り上げる課題に制約が生じる

・ 教科等が得意な子供の考えにクラス全体が引っ張られがちとなる

・ 児童生徒から多様な発言が引き出しにくく、授業展開に制約が生じる

・ 教員と児童生徒との心理的な距離が近くなりすぎる

このため、市町村によっては、学年が単学級となった場合を想定し、１学級当たり

の最低限の児童生徒数を基準として定め、学校規模適正化の判断材料としているとこ

ろも見られます。

○ 今後の教育においては、一方向・一斉型の授業だけではなく、子供たちが自ら課題を

発見し、主体的に学び合う活動など、協働的な学習を通じて、意欲や知的好奇心を十

分に引き出すことが求められています。第二期の教育振興基本計画においても、「言語

活動の充実や、グループ学習、ＩＣＴの積極的な活用をはじめとする指導方法・指導

体制の工夫改善を通じた協働型・双方向型の授業革新」の必要性が盛り込まれていま

す。しかしながら、学級の児童生徒数が余りにも少ない場合、先に述べたように班活

動やグループ分けのパターンや、協働的な学習で取り上げる課題に制約が生じること

から、こうした新たな時代に求められる教育活動を充実させることが困難になるとい

った課題もあります。

○ 地域によっては、複式学級となることを避けるために、独自の加配措置を行うなどし

て、極めて小規模な単式学級を維持している例も見られます。もとより、複式学級の

解消そのものは極めて重要な課題ですが、一方で、上述した学級規模が小さくなりす

ぎることの教育上のデメリットも勘案した上で、総合的な判断を行うことが必要です。

（学校全体の児童生徒数）

○ 次に、学校全体の児童生徒数の観点で見てみると、各学年単学級の小学校の場合、児

童数は４０人程度から２３５人程度まで、各学年単学級の中学校の場合、生徒数は、

１５人程度から１２０人程度まで幅広いケースがありうるところです。

○ 教職員の加配等により学校全体の学級数を一定程度確保している場合でも、学校全体

の児童生徒数が極端に少なくなった場合、（１）で述べた学級数が少ないことにより生



9 学年が欠けている場合等もあり、１～５学級であれば必ず複式学級が存在するとは限りません。

10 この「対応の目安」における「教育上の課題」とは、P6~11 で挙げている学校の小規模化に伴う学校運営上の課題を指します。
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じる課題のうち、以下の点については特に顕著な課題として残る可能性があります。

・ クラブ活動や部活動の種類が限定される

・ 運動会・文化祭・遠足・修学旅行等の集団活動・行事の教育効果が下がる

・ 学校全体として男女比の偏りが生じやすい

・ 上級生・下級生間のコミュニケーションが少なくなる、学習や進路選択の模範

となる先輩の数が少なくなる

○ このため、学校規模の適正化の検討に当たっては、国の学校規模の標準の単位である

学級数のみに着目するのではなく、学校全体の児童生徒数やその将来推計に基づき、

具体的にどのような課題が生じているのかや、生じる可能性があるのかを明らかにす

る必要があります。この点について、一部の市町村においては、学校統合の適否の検

討の開始に係る基準（いわゆる要検討基準）として、学校全体の児童生徒数を定めて

いる例も見られます。

【学校規模の標準を下回る場合の対応の目安】

○ 以上の考え方に基づき、現行の学校規模の標準（１２～１８学級）を下回る場合に、

市町村において考え得る対応について、学級数を中心として大まかな目安として下記

のように整理しました。

○ 各市町村が学校規模の在り方等について検討するに当たっては、この目安に加え、学

年単学級の場合の学級規模、学校全体の児童生徒数、中長期的な児童生徒数の予測、

児童生徒の学習状況、社会性やコミュニケーション能力、規範意識の育成の状況など

を踏まえて総合的な判断を行うことが望まれます。

小学校の場合

【１～５学級：複式学級が存在する規模】

おおむね、複式学級が存在する学校規模 9。学校全体の児童数や指導方法等にもよるが、一般に教育

上の課題
10
が極めて大きいため、学校統合等により適正規模に近づけることの適否を速やかに検討す

る必要がある。地理的条件等により統合困難な事情がある場合は、小規模校のメリットを最大限生か

す方策や、小規模校のデメリットの解消策や緩和策を積極的に検討・実施する必要がある。

【６学級：クラス替えができない規模】

おおむね、複式学級はないがクラス替えができない学校規模。一般に教育上の課題があるが、学校

全体及び各学年の児童数に大きな幅があり、児童数が少ない場合は特に課題が大きい。このため、児



11 学年が欠けている場合などもあるため、１～２学級であれば必ず複式が存在するわけではありません。
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童数の状況や、更なる小規模化の可能性、将来的に複式学級が発生する可能性も勘案し、学校統合等

により適正規模に近づけることの適否を速やかに検討する必要がある。地理的条件等により統合困難

な事情がある場合は、小規模校のメリットを最大限生かす方策や、小規模校のデメリットの解消策や

緩和策を積極的に検討・実施する必要がある。

【７～８学級：全学年ではクラス替えができない規模】

おおむね、一つ又は二つの学年以外でのクラス替えができない学校規模。学校全体及び各学年の児

童数も勘案し、教育上の課題を整理した上で、学校統合の適否も含め今後の教育環境の在り方を検討

することが必要である。今後の児童数の予測を踏まえ、将来的に複式学級が発生する可能性が高けれ

ば、６学級の場合に準じて、速やかな検討が必要である。

【９～１１学級：半分以上の学年でクラス替えができる規模】

おおむね、全学年でのクラス替えはできないものの半分以上の学年でクラス替えができる学校規模。

学校全体及び各学年の児童数も勘案し、教育上の課題を整理した上で、児童数予測等を加味して今後

の教育環境の在り方を検討することが必要である。

中学校の場合

【１～２学級：複式学級が存在する規模】

おおむね、複式学級が存在する学校規模
11
。学校全体の生徒数や指導方法等にもよるが、一般に教

育上の課題が極めて大きいため、学校統合等により適正規模に近づけることの適否を速やかに検討す

る必要がある。地理的条件等により統合困難な事情がある場合は、小規模校のメリットを最大限生か

す方策や、小規模校のデメリットの解消策や緩和策を積極的に検討・実施する必要がある。

【３学級：クラス替えができない規模】

おおむね、複式学級はないがクラス替えができない学校規模。一般に教育上の課題があるが、学校

全体及び各学年の生徒数に大きな幅があり、生徒数が少ない場合は特に課題が大きい。このため、生

徒数の状況や、更なる小規模化の可能性、将来的に複式学級が発生する可能性も勘案し、学校統合等

により適正規模に近づけることの適否を速やかに検討する必要がある。地理的条件等により統合困難

な事情がある場合は、小規模校のメリットを最大限生かす方策や、小規模校のデメリットの解消策や

代替策を積極的に検討・実施する必要がある。

【４～５学級：全学年ではクラス替えができる学年が少ない規模】

おおむね、一つ又は二つの学年以外でのクラス替えができない学校規模。学校全体及び各学年の生

徒数も勘案し、教育上の課題を整理した上で、学校統合の適否も含め今後の教育環境の在り方を検討

することが必要である。今後の生徒数の予測等を踏まえ、将来的に複式学級が発生する可能性が高け



12 免許外指導の解消には人事配置の工夫も必要であるため、学級の規模が確保されれば必ず解消されるものではありません。
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れば、３学級の場合に準じて、速やかな検討が必要である。

【６～８学級：全学年でクラス替えができ、同学年に複数教員を配置できる規模】

おおむね、全学年でのクラス替えができ、同学年に複数の教員を配置することができる学校規模。

学校全体及び各学年の生徒数も勘案し、学校規模が十分でないことによる教育上の課題を整理した上

で、生徒数予測等を加味して今後の教育環境の在り方を検討することが必要である。

【９～１１学級：全学年でクラス替えができ、同学年での複数教員配置や、免許外指導の解消が可能な

規模】

標準には満たないものの、おおむね、全学年でのクラス替えができ、同学年に複数の教員を配置し

たり、免許外指導を解消したりすることが可能な学校規模
12
。教育上の課題が生じているかを確認し

た上で、生徒数予測等を加味して今後の教育環境の在り方を検討することが必要である。

○ なお、現時点で１２学級～１８学級の標準的な規模である学校についても、少なくと

も今後１０年以上の児童生徒数の動向等を踏まえ、児童生徒数の減少による教育条件

の悪化や教育課題の顕在化が不可避であることが明らかな場合には、地域の将来像を

全体的に構想する中で、時間的な余裕を持って学校統合の適否に係る検討を始めるこ

とが有用であると考えられます。

○ 上記の目安は、各市町村が学校統合の適否を検討する際の一つの参考として示すもの

です。もとより学校規模の標準は「特別の事情があるときはこの限りでない」とされ

ている弾力的なものであり、実際の判断については、学校設置者である各市町村が、

当該学校が都市部にあるのか、過疎地にあるのか等も含め、地域の実情に応じたきめ

細かな分析に基づいて行うべきものです。

○ 実際に市町村においては、国の標準とは異なる独自の基準を定める事例や、学校全体

の児童生徒数や学級の児童生徒数を基準として定める例、小・中学校で異なる基準を

定める例、学校統合の適否の検討を開始するための基準（要検討基準）を定めている

事例も相当数見られます（例：小学校で全児童数が２００人を下回る場合、１００人

を下回る場合、各学年が単学級になった場合等）。各市町村においては、学校規模の適

正化やそれが困難である場合の小規模校の充実策等に関し、保護者や地域住民と丁寧

な対話を通じて合意形成を図りつつ、地域の実態を踏まえた方針や基準を定め、具体

的な検討を進めていくことが期待されます。



13 ３１学級以上の過大規模校の新増築事業については、分離新設、通学区域の調整等適正規模化のための方策が十分に検討された上

でやむを得ない場合に限り国庫負担の対象としています。
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【大規模校及び過大規模校について】

○ 一部の地方自治体においては、交通網の整備などによる新たな都市計画や住宅開発等

によって、児童生徒数が急激に増加する例も見られます。一般に大規模校には次のよ

うな課題が生じる可能性があります。

① 学校行事等において、係や役割分担のない子供が現れる可能性があるなど、一人

一人が活躍する場や機会が少なくなる場合がある

② 集団生活においても同学年の結び付きが中心となり、異学年交流の機会が設定し

にくくなる場合がある

③ 同学年でもお互いの顔や名前を知らないなど、児童生徒間の人間関係が希薄化す

る場合がある

④ 教員集団として、児童生徒一人一人の個性や行動を把握し、きめ細かな指導を行

うことが困難であり、問題行動が発生しやすい場合がある

⑤ 児童生徒一人当たりの校舎面積、運動場面積等が著しく狭くなった場合、教育活

動の展開に支障が生じる場合がある

⑥ 特別教室や体育館、プール等の利用に当たって授業の割当てや調整が難しくなる

場合がある

⑦ 学校運営全般にわたり、校長が一体的なマネジメントを行ったり、教職員が十分

な共通理解を図ったりする上で支障が生じる場合がある

○ これらの課題を解消するためには、①学校の分離新設、②通学区域の見直し、③学校

施設の増築のほか、④学校規模は見直さず、例えば教頭を複数配置すること、学年団

の機能を高める観点からミドルリーダーの役割を果たす教員を配置すること、教職員

数を増やすこと等により適正な学校運営を図るといった工夫も考えられます。なお、

文部科学省では、従来から２５学級以上の学校を大規模校、３１学級以上の学校を過

大規模校とした上で、過大規模校については速やかにその解消を図るよう設置者に対

して促してきており
13
、地域によっては、このことを踏まえ国の標準である１２～１

８学級を下回る場合の基準と併せて、標準を超える規模を分類して、独自に大規模校

や過大規模校の目安を設定し、必要な対応を検討している事例も見られます。

○ なお、小中一貫教育の導入に伴い、既存の小・中学校を一体化して新たな校舎を建築

したり、小学校又は中学校の既存校舎を活用して一体的な教育活動に取り組んだりす

る事例も増えてきているところですが、こうした場合にも、全体としての学校規模が

過大になることによって上述のような課題が生じないよう、具体的な計画を策定・実

施するに当たっては十分な教育的配慮を加えることが必要となります。



14 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律施行令第４条第１項第２号。ただし、この条件に必ずしも適合しない場合に

おいても、文部科学大臣が教育効果、交通の便その他の事情を考慮して適当と認める場合には同様に国庫負担の対象としています

（同条第３項）。

15 文部科学省新教育システム開発プログラム「通学制限に係わる児童生徒の心身の負担に関する調査研究」（平成２０年）
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（２）学校の適正配置（通学条件）

○ 学校の配置に当たっては、児童生徒の通学条件を考慮することが必要です。学校統合

を行うことは、児童生徒の通学距離の延長に伴い教育条件を不利にする可能性もある

ため、学校の位置や学区の決定等に当たっては、児童生徒の負担面や安全面などに配

慮し、地域の実態を踏まえた適切な通学条件や通学手段が確保されるようにする必要

があります。

【通学距離による考え方】

○ 国では、公立小・中学校の通学距離について、小学校でおおむね４㎞以内、中学校で

はおおむね６㎞以内という基準を、公立小・中学校の施設費の国庫負担対象となる学

校統合の条件として定めていることから、通学条件を通学距離によって捉えることが

一般的となっています 14。

○ 徒歩や自転車による通学距離の基準を定めている市町村も相当数ありますが、そのほ

とんどが小学校で４㎞以内、中学校で６㎞以内又はそれ以下の距離を基準として定め

ており、中には、地域の通学路の実態を踏まえ、徒歩と自転車で異なる基準を設けて

いるところもあります。

○ なお、小学校５年生と中学校２年生を対象に、通学距離とストレスとの関係を調べた

研究によると、小学校で４㎞以内、中学校で６㎞以内という通学距離の範囲において

は、気象等に関する考慮要素が比較的少ない場合、ストレスが大幅に増加することは

認められませんでした
15
。

○ これらを踏まえれば、徒歩や自転車による通学距離としては、小学校で４㎞以内、中

学校で６㎞以内という基準はおおよその目安として引き続き妥当であると考えられま

す。その上で、各市町村においては、通学路の安全確保の状況や地理的な条件に加え、

徒歩による通学なのか、一部の児童生徒について自転車通学を認めたり、スクールバ

スを導入したりするのかなども考慮の上、児童生徒の実態や地域の実情を踏まえた適

切な通学距離の基準を設定することが望まれます。

【通学時間による考え方】

○ 他方、児童生徒の実際の通学の状況を見た場合、スクールバスの導入事例や多様な交



16 「学校規模の適正化及び少子化に対応した学校教育の充実策に関する実態調査」（調査時点：平成２６年５月１日）において、過

去３年間の統廃合事例をしっ皆調査した結果に基づくものです。
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通機関の活用事例が増加しており、児童生徒の通学条件を、徒歩や自転車による通学を

前提とした通学距離だけで設定することは実態にそぐわないケースが増えています。上

述した、公立小・中学校の施設費の国庫負担においても、文部科学大臣が教育効果、交

通の便その他の事情を考慮して適当と認める場合には、４㎞、６㎞の範囲に収まらない

統合に伴う施設整備も同様に国庫負担の対象としており、実際にはスクールバス等を活

用することにより、小学校で４㎞、中学校で６㎞の通学距離を大きく上回る統合事例も

あります。

○ このため、通学時間の観点から各市町村の通学条件の基準を調査した結果、「交通機関

を利用した場合の通学時間」を基準として設定している市町村の中では、おおむね１時

間以内と設定している例が多いことが明らかになりました。また、過去の統合事例を分

析したところ 16、統合後の最遠方からの通学時間は１０分未満～７５分までと幅広いも

のの、９割以上が１時間以内となっていました。

○ 交通機関の活用により通学時間が長くなったり、毎日の徒歩の時間が減少したりする

ことに伴い、体力の低下や家庭学習の時間の減少といった様々な課題も生じ得るとこ

ろですが、全国的には創意工夫を生かしてこうした課題の解消を図っている事例も存

在します。例えば、スクールバスの乗車時間を有効活用する観点から、音声教材の活

用や図書館司書等の同乗による朗読活動を行うなどの工夫をしたり、校門から一定の

距離でスクールバスから降車させ、歩数を確保する取組を行っている学校もあります。

○ さらに、学校での体力づくり活動の充実や、遊具・運動場の環境整備等といった対策

を行っている学校、児童生徒の疲労等に配慮し、長時間バスに乗った状態から学校で

の活動に入るために心身の状態を円滑に切り替えていく観点から、学校に到着した後、

軽い運動を行う時間を設けている学校もあります（課題解消のための具体的な工夫に

ついては第３章（３）で詳述します）。

○ 以上のようなことを総合的に勘案した場合、適切な交通手段が確保でき、かつ遠距離

通学や長時間通学によるデメリットを一定程度解消できる見通しが立つということを

前提として、通学時間について、「おおむね１時間以内」を一応の目安とした上で、各

市町村において、地域の実情や児童生徒の実態に応じて１時間以上や１時間以内に設

定することの適否も含めた判断を行うことが適当であると考えられます。



- 17/47 -

○ なお、特に小学校の場合、通学距離や通学時間を検討する上では、低学年の児童と高

学年の児童との体力の違いも考慮に入れる必要があります。地域の実情や児童生徒の

実態に応じて適当と判断される場合には、例えば、低学年については分校に通わせ、

高学年になったら本校に通わせるといったことも一つの対応策として考えられます。

【各地域における主体的検討の重要性】

○ いずれにしても、各地域が抱える課題や実情は様々であることから、通学距離や通学

時間についても機械的に本手引の考え方を適用することは適当ではありません。各市

町村においては、児童生徒の発達段階、保護者のニーズ、通学路の安全確保、道路整

備や交通手段の状況、気候条件、学校統合によって生じる様々なメリット、通学時間

が長くなることによるデメリットを緩和したり、解消したりする方策の可能性、その

際の学校・家庭・地域・行政の役割分担の在り方などの観点を全体的に勘案して、総

合的な教育条件の向上に資する形で、通学距離や通学時間の目安を定め、学校の適正

配置の検討を行う必要があります。（「３章（３）統合により生じる課題への対応」参

照）


